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【事務連絡者氏名】 執行役副社長ＣＦＯ　　虎見　英俊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町２丁目４番地

【電話番号】 03（5210）3290（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役副社長ＣＦＯ　　虎見　英俊

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 8,365,000,000円

オーバーアロットメントによる売出し 1,320,000,000円

（注）１．募集金額は、発行価額の総額であり、平成27年８月21

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２．売出金額は、売出価額の総額であり、平成27年８月21

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,650,000株

完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

（注）１．平成27年９月１日（火）開催の取締役会決議によります。

２．上記発行数1,650,000株は、平成27年９月１日（火）開催の取締役会において決議された公募による新株式

発行の募集株数2,282,500株（引受人の買取引受けの対象株数2,200,000株及び海外販売（以下に定義す

る。）に関して引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数82,500株）の募集

（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内において販売される株数（以下「国内販売株数」とい

う。）の本有価証券届出書提出日現在における見込数であります。一般募集においては、募集株数のうちの

一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して

販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあり、海

外販売株数は632,500株（海外販売に係る引受人の買取引受けの対象株数550,000株及び海外販売に関して引

受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数82,500株）を見込んでおります。

なお、一般募集の募集株数のうち国内販売株数（新規発行株式の発行数）及び海外販売に係る引受人の買取

引受けの対象株数は、一般募集（海外販売を含む。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２　株式募集の

方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されます。海外販売の内容につきましては、後記

「第三部　参照情報　第１　参照書類　４　臨時報告書」に記載の平成27年９月１日（火）付臨時報告書及

び後記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に提出される当該臨時報告書の訂

正報告書の各記載内容をご参照下さい。

３．一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当

社株主から247,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる

売出し」という。）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４．一般募集とは別に、平成27年９月１日（火）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のみずほ証券株式会社を割当先と

する当社普通株式247,500株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議

しております。

５．一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

６．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)

有価証券届出書（参照方式）

 2/16



２【株式募集の方法及び条件】

　平成27年９月９日（水）から平成27年９月14日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」とい

う。）に決定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異

なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ

る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 1,650,000株 8,365,000,000 4,182,500,000

計（総発行株式） 1,650,000株 8,365,000,000 4,182,500,000

（注）１．全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２．発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額

を減じた額とします。

４．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本有価証券届出書提出日現在における、国内販売株数

（新規発行株式の発行数）の見込額に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記

「第三部　参照情報　第１　参照書類　４　臨時報告書」に記載の平成27年９月１日（火）付臨時報告書及

び発行価格等決定日に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照下さい。

５．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成27年８月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格（円）
発行価額
（円）

資本組入額
（円）

申込株
数単位

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１.２.

発行価格等決定日

の株式会社東京証

券取引所における

当社普通株式の普

通取引の終値（当

日に終値のない場

合は、その日に先

立つ直近日の終

値）に0.90～1.00

を乗じた価格（１

円未満端数切捨

て）を仮条件とし

ます。

未定

（注）１.

２.

未定

（注）１.
100株

自 平成27年９月15日(火)

至 平成27年９月16日(水)

（注）３.

１株につ

き発行価

格と同一

の金額

平成27年９月24日(木)

（注）３.

（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況等を勘案した上で、平成27年９月９日（水）から平成27年９月14日（月）までの間のいずれかの

日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人

より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総

額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）

が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発

行数（国内販売株数）、海外販売株数、海外販売に係る引受人の買取引受けの対象株数、発行価額の総額、

資本組入額の総額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、

手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット

メントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え

て発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提

出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］

http://www.sosei.com/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決

定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正

が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等

が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交

付されます。

２．前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。

なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該

需要状況等の把握期間は、最長で平成27年９月８日（火）から平成27年９月14日（月）までを予定しており

ますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成27年９月９日（水）から平成27年９月14日（月）までを予定

しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成27年９月９日（水）の場合、申込期間は「自　平成27年９月10日（木）　至　

平成27年９月11日（金）」、払込期日は「平成27年９月16日（水）」

②　発行価格等決定日が平成27年９月10日（木）の場合、申込期間は「自　平成27年９月11日（金）　至　

平成27年９月14日（月）」、払込期日は「平成27年９月17日（木）」

③　発行価格等決定日が平成27年９月11日（金）の場合、申込期間は「自　平成27年９月14日（月）　至　

平成27年９月15日（火）」、払込期日は「平成27年９月18日（金）」

④　発行価格等決定日が平成27年９月14日（月）の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５．申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６．申込証拠金には、利息をつけません。
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７．株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が平成27年９月９日（水）の場合、受渡期日は「平成27年９月17日（木）」

②　発行価格等決定日が平成27年９月10日（木）の場合、受渡期日は「平成27年９月18日（金）」

③　発行価格等決定日が平成27年９月11日（金）の場合、受渡期日は「平成27年９月24日（木）」

④　発行価格等決定日が平成27年９月14日（月）の場合、受渡期日は「平成27年９月25日（金）」

となりますのでご注意ください。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

 

（３）【申込取扱場所】

　後記「３　株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及

び営業所で申込みの取扱いをいたします。

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　四谷支店 東京都新宿区四谷三丁目３番１号

（注）　上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

３【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,650,000株

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ

ん。

ただし、一般募集における

価額（発行価格）と発行価

額との差額は引受人の手取

金となります。

計 ― 1,650,000株 ―

（注）　引受株式数（新規発行株式の発行数）は、発行価格等決定日に決定されます。なお、引受株式数（新規発行株

式の発行数）は、本有価証券届出書提出日現在における国内販売株数（新規発行株式の発行数）の見込数に係

るものであります。
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

8,365,000,000 45,000,000 8,320,000,000

（注）１．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

また、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日

現在における国内販売株数（新規発行株式の発行数）の見込額に係るものであります。海外販売株数に係る

ものにつきましては、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　４　臨時報告書」に記載の平成27年９月

１日（火）付臨時報告書及び発行価格等決定日に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご

参照下さい。

３．払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成27年８月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額8,320,000,000円については、海外販売の手取概算額上限3,188,000,000円及び一般募集

と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限1,247,000,000円と合わせた手取概算額合

計上限12,755,000,000円について、平成27年９月末までに100億円をHeptares Therapeutics Ltd.（本店所在

地：英国ハートフォードシャー州、代表者：取締役ＣＥＯマルコム・ウィアー）（以下「Heptares社」とい

う。）買収に伴う短期借入金200億円の返済資金の一部に充当する予定であります。なお、Heptares社の買収

及び同社の詳細に関しましては、平成27年２月23日付で関東財務局長に提出した臨時報告書（平成27年２月27

日付及び平成27年９月１日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。）をご参照下さい。

　また、残額については平成29年３月末までにHeptares社の独自開発のＳｔａＲ®技術（注）によるＧタンパク

質共役受容体（ＧＰＣＲ）の構造解析や初期リード化合物の創出及び候補品化合物の研究開発投融資資金に充

当する予定であります。

　なお、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

　（注）　熱力学的に安定化したＧＰＣＲを作成することができる世界初の技術です。
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第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数 売出価額の総額（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式 247,500株 1,320,000,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号

みずほ証券株式会社

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の

主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から247,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出

しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需

要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま

す。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の

手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株数）、

海外販売株数、海外販売に係る引受人の買取引受けの対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、海外販売の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手

取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売

出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞

及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン

ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.sosei.com/）（新聞等）で公表いたします。しかし

ながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の

記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま

せん。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目

論見書の訂正事項分が交付されます。

２．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．売出価額の総額は、平成27年８月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を

基準として算出した見込額であります。

 

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

売出価格
（円）

申込期間 申込単位
申込証拠
金（円）

申込受付場所
引受人の住
所及び氏名
又は名称

元引受契約
の内容

未定

(注)１.

自　平成27年９月15日（火）

至　平成27年９月16日（水）

(注)１.

100株

１株につ

き売出価

格と同一

の金額

みずほ証券株式会社及びそ

の委託販売先金融商品取引

業者の本店並びに全国各支

店及び営業所

― ―

（注）１．売出価格及び申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条

件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。

２．申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３．申込証拠金には、利息をつけません。

４．株式の受渡期日は、平成27年９月25日（金）（※）であります。

※ただし、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2）募集の条件」における株式の受渡期

日と同日といたします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

　一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主

から247,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合が

あります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、247,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限

の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場

合があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主から借入れた株式

（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は平成27年９月１日（火）開催の取

締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式247,500株の第三者割当増資（本件第三者割当増

資）を、平成27年９月28日（月）を払込期日として行うことを決議しております。（注）１．

　また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日

から平成27年９月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。（注）２．）、借入れ株式の

返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とす

る当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社

がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジ

ケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー

バーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があり

ます。

　さらに、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行う

ことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することが

あります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会社は、当該オーバーアロットメ

ントによる売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予

定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失

権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合

があります。

　なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合に

は、みずほ証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三

者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取

引も行われません。

 

（注）１．本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。

(1）募集株式の種類及び数　　　　　　　　　当社普通株式　　　　　247,500株

(2）払込金額の決定方法　　　　　　　　　　発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集に

おける発行価額と同一とする。

(3）増加する資本金及び資本準備金の額　　　増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算

出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる

ものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

(4）割当先　　　　　　　　　　　　　　　　みずほ証券株式会社

(5）申込期間（申込期日）　　　　　　　　　平成27年９月25日（金）

(6）払込期日　　　　　　　　　　　　　　　平成27年９月28日（月）

(7）申込株数単位　　　　　　　　　　　　　100株
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２．シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が平成27年９月９日（水）の場合、「平成27年９月12日（土）から平成27年９月18日

（金）までの間」

②　発行価格等決定日が平成27年９月10日（木）の場合、「平成27年９月15日（火）から平成27年９月18日

（金）までの間」

③　発行価格等決定日が平成27年９月11日（金）の場合、「平成27年９月16日（水）から平成27年９月18日

（金）までの間」

④　発行価格等決定日が平成27年９月14日（月）の場合、「平成27年９月17日（木）から平成27年９月18日

（金）までの間」

となります。

 

２　ロックアップについて

　一般募集に関連して、当社株主である田村眞一は、みずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般

募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受ける

ことなく、当社普通株式（潜在株式を含む。）の売却等を行わない旨を合意しております。

　また、当社はみずほ証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して90日目の

日に終了する期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株

式を取得する権利又は義務を有する有価証券の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資並びに株式分割によ

る新株式発行、ストックオプションとしての新株予約権の発行及び当該新株予約権の権利行使による当社普通株式の

交付等を除く。）を行わない旨を合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合

意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
　特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定

された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売

株数）、海外販売株数、海外販売に係る引受人の買取引受けの対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、差引

手取概算額、海外販売の手取概算額上限、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使

途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい

う。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発

行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の

当社ウェブサイト（［URL］http://www.sosei.com/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしなが

ら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ

いての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格

等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され

ます。

 

募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1）金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規制

に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しに

ついて、有価証券届出書又は臨時報告書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定した

ことによる当該有価証券届出書の訂正届出書又は当該臨時報告書の訂正報告書が公衆の縦覧に供された時までの間

（※１））において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７

項に規定する私設取引システムにおける空売り（※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資

家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を

行うことはできません。

(2）金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※３）の

決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させ

ることができません。

 

※１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成27年９月２日から、発行価格及び売出価格を決定したこ

とによる有価証券届出書の訂正届出書又は臨時報告書の訂正報告書が平成27年９月９日から平成27年９月14

日までの間のいずれかの日に提出され、当該有価証券届出書の訂正届出書又は臨時報告書の訂正報告書が公

衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間となります。なお、上記臨時報告書及びその訂正報告書

は、この目論見書により行う株式の募集及び売出しに際して行われることのある海外市場における株式の販

売に関し提出されるものです。

※２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投資法人債券等の空売

り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

※３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含み

ます。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成24年８月27日から平成27年８月21日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

（注）１．当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株を100株とする株式分割を行っており、株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移（週単位）については下記（注）２．乃至４．に記載のとおり、当該株式分割を考慮したもの

としております。

２．・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

なお、平成25年４月１日付株式分割の権利落ち前の株価については、当該株価を100で除して得た数値を

株価としております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

３．ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ（倍）＝
週末の終値

（基本的）１株当たり当期（純）損益（連結）

・週末の終値については、平成25年４月１日付株式分割の権利落ち前は当該終値を100で除して得た数値を

週末の終値としております。

・平成26年３月期より国際会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しているため、平成26年４月１日以降に

ついては、基本的１株当たり当期利益を用いてＰＥＲを算出しております。

・平成24年８月27日から平成25年３月31日については、平成24年３月期有価証券報告書の平成24年３月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純損失を使用。

・平成25年４月１日から平成26年３月31日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期の

連結財務諸表の１株当たり当期純損失を使用。

・平成26年４月１日から平成27年３月31日については、平成26年３月期有価証券報告書の平成26年３月期の

連結財務諸表の基本的１株当たり当期利益を使用。

・平成27年４月１日から平成27年８月21日については、平成27年３月期有価証券報告書の平成27年３月期の

連結財務諸表の基本的１株当たり当期利益を使用。
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（平成24年３月期及び平成25年３月期は１株当たり当期純損失を計上しているため、ＰＥＲはマイナスと

なっております。）

４．株式売買高について、平成25年４月１日付株式分割の権利落ち前は当該株式売買高に100を乗じて得た数値

を株式売買高としております。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成27年３月１日から平成27年８月21日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありませ

ん。

 

EDINET提出書類

そーせいグループ株式会社(E00981)

有価証券届出書（参照方式）

12/16



第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第25期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）平成27年６月24日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第26期第１四半期（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）平成27年８月12日関東財務局長に

提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成27年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成27年６月30日

に関東財務局長に提出

 

４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成27年９月１日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成27年９月１日に関

東財務局長に提出

　（注）　なお、発行価格等決定日に本４の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

 

第２【参照書類の補完情報】
　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載され

た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成27年９月１日）

までの間において変更及び追加が生じております。以下の内容は、当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括

して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、＿＿＿罫を付しています。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下「事業等のリスク」に

記載された事項を除き本有価証券届出書提出日（平成27年９月１日）現在においてもその判断に変更はなく、また新た

に記載する将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　当社グループの財政状態及び経営成績に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項は、以下のとおりです。当社グループの事業等はこれら以外にも様々なリスクを伴っており、以下に記

載したものがリスクのすべてではありません。

　なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1）医薬品の研究開発事業一般に関する事項

①　研究開発の不確実性に関する事項

　当社グループは医薬品開発を主業務としています。一般的に、医薬品の研究開発期間は、基礎研究段階から承認

取得に至るまで長期間を要し、多額の研究開発投資が必要となる反面、その成功の可能性は、他産業に比して極め

て低いものです。従って、研究開発活動は不確実性を伴っており、この不確実性は、当社グループの財政状態及び

経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループでは、パイプラインの拡充にあたっては自社研究開発だけではなく、インライセンスの手法

も活用していますが、将来当社グループが必要と考える医薬品候補化合物の取得が想定どおりに行われない場合

は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
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②　医薬品業界の競合関係に関する事項

　当社グループの属する医薬品業界は、国際的な巨大企業を含む国内外の数多くの企業や研究機関等による競争が

激しい状態にあります。また、その技術革新は急速に進歩しています。これら競合相手との、研究、開発、製造及

び販売のそれぞれの事業活動における競争の結果により、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及

ぶ可能性があります。

 

③　副作用に関する事項

　医薬品は、臨床試験段階から市販後に至るまで、予期せぬ副作用が発現する可能性があります。予期せぬ副作用

が発現し、製品の回収、製造販売の中止、薬害訴訟の提起などに発展した場合には、当社グループの財政状態及び

経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

④　薬事法制その他の規制に関する事項

　当社グループの属する医薬品業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の薬事法

及び薬事行政指導その他関係法令等により、様々な規制を受けています。

　医薬品は、創薬から製造販売承認を取得するまでに、多額の開発コストと長い年月を必要としますが、品質、有

効性及び安全性に関する十分なデータが得られず、医薬品としての有用性を示すことができない場合には、規制当

局の承認が計画どおり取得できず上市が困難になる可能性があります。これは開発品を他社に導出する場合も同様

であり、当初計画した条件での導出若しくは導出そのものが困難になる可能性があります。

　このような事象が生じた場合又は将来各国の薬事法等の諸規制に大きな変化が生じた場合は、当社グループの財

政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

⑤　製造物責任に関する事項

　医薬品事業においては、事業活動に伴い製造物責任を負う可能性があります。当社グループの医薬品によって健

康被害が発生するなどにより、製造物責任を負う場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及

ぶ可能性があります。

 

(2）当社グループの事業活動に関する事項

①　提携関係に関する事項

　当社グループは、研究開発の各段階において広範な提携関係を構築し、それによって固定費の増加を回避しつつ

最先端技術の取込みを図っています。また、将来自社で販売を計画している開発品の販売体制の構築など、今後も

事業基盤の強化、効率的な経営の実現などに向けた広範な提携関係の構築が必要となることが予想されます。現在

の提携関係に変化が生じた場合や今後の提携関係が期待どおりに構築できない場合には、当社グループの財政状態

及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

②　人材の確保及び育成に関する事項

　当社グループの事業活動は、現在の経営陣、事業を推進する各部門の責任者や構成員等に強く依存しています。

そのため、常に優秀な人材の確保と育成に努めていますが、このような人材確保又は育成が計画どおりに行えない

場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

③　知的所有権に関する事項

　当社グループは、研究開発活動等において当社グループが所有し又は使用許諾を受けた様々な知的所有権を使用

しています。当社グループの事業運営に必要な知的所有権について継続して使用許諾を受けることができない場合

や第三者の知的所有権の侵害による係争が生じた場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及

ぶ可能性があります。

 

④　資金調達に関する事項

　医薬品事業においては、多額の研究開発費を要し、その額は研究開発の進捗に応じて増加する傾向にあります。

当社グループに資金需要が生じた場合に、市場環境の悪化等により機動的な資金調達を行うことができない可能性

があり、その場合には、当社グループの研究開発に係る体制及び計画の見直しを余儀なくされるなど、当社グルー

プの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

　当社は、2015年２月、Heptares社株式の取得資金の一部に充当するため、株式会社みずほ銀行との間に締結した

コミットメントライン契約書に基づき200億円の借入を行いました。当該借入金の返済については、上記「３．対

処すべき課題　(2）資金調達の多様化・安定化」に記載のとおり資金調達の多様化・安定化を図る中で行います。
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⑤　外国為替変動に関する事項

　当社グループは、事業活動をグローバルに展開しており、海外企業とのライセンスや海外からの製品仕入、海外

での研究開発活動等において外貨建取引が存在します。為替変動リスクはヘッジ活動によっても完全に取り除くこ

とはできないため、急激な為替変動によって為替リスクが顕在化した場合は、当社グループの財政状態及び経営成

績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

⑥　契約に基づく支払義務の負担に関する事項

　当社グループは、開発パイプラインに関する提携企業との契約において、販売に至る前の開発段階及び販売開始

後に提携先に対する支払義務を負っている場合があります。また、開発費の共同負担や販売開始後一定額の販売活

動経費の投入を行う義務を負う場合もあります。これらの対価の支払形態は、製品開発型バイオ企業の事業の性質

上当然のものと認識していますが、当社グループの資本力に比べ支払額が高額となる場合は、当社グループにとっ

て大きな財務的負担となる可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があり

ます。

 

⑦　国内販売体制の構築及び技術導出に関する事項

　当社グループは、（ａ）国内市場における自社製品の販売及び（ｂ）自社開発品の技術導出の２つを収益基盤と

しています。

（ａ）国内市場における自社製品の販売

　当社グループは、国内の販売網の構築にあたっては、自社販売、他社との共同販売等を検討しますが、期待

どおりに国内販売体制を構築できない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能

性があります。

（ｂ）自社開発品の技術導出

　開発品を開発の途中段階で他社に導出することにより、一時金や導出先の販売高に連動した収益を受領する

ことが可能となります。しかし、開発の遅延その他の理由により計画どおりの時期に技術導出ができない場合

や技術導出を予定している開発品に関して導出そのものが困難になった場合には、当社グループの財政状態及

び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

⑧　Ｍ＆Ａ等（買収、合併、営業の譲渡・譲受、出資）による事業拡大に関する事項

　当社グループは、保有する経営資源の効率的運用と企業価値の最大化のため、Ｍ＆Ａ等を活用して事業規模の拡

大を図ることを経営方針の一つとしていますが、その施策により想定とおりの効果が得られない場合は、のれんの

減損損失の計上等により、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

⑨　重要な契約に関する事項

　「第一部　企業情報、第２　事業の状況、５．経営上の重要な契約等」に記載した、当社グループの経営上の重

要な契約が期間満了、解除その他の理由により終了した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影

響が及ぶ可能性があります。

 

⑩　訴訟等に関する事項

　当社グループは、当連結会計年度において訴訟の提起を受けていませんが、訴訟その他の法的手続や当局による

調査を受ける可能性があります。多額の支払を命じられた場合や当社グループにとって不利益な決定がなされた場

合は、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

 

⑪　内部統制の整備に関する事項

　当社グループは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに実施基準に準拠

し、財務報告に係る有効な内部統制システムを整備し、その適正な運用に努めています。しかし、内部統制が有効

に機能せず、あるいは予期しない内部統制上の問題により、多額の損失が発生した場合には、当社グループの財政

状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。
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⑫　ファンド運営に関するリスク

（ａ）法的規制

　当社グループはファンドの管理運営を行っており、その活動にあたっては種々の法規制（会社法、独占禁止

法、租税法、金融商品取引法、投資事業有限責任組合契約に関する法律、財務会計関連法規等）を受けます。

これらの規制によりファンドの活動が制限される場合及びこれら規制との関係で費用が増加する場合には、当

社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

（ｂ）未上場企業への投資リスク

　当社グループが運営するファンドは未上場株式等を投資対象としています。未上場企業は収益基盤や財務基

盤が不安定で経営資源も制約されること、未上場企業の株式等は上場株式等に比べ流動性が著しく劣ることな

どから、投資回収に当たり、想定どおりのキャピタルゲインが得られずキャピタルロスが発生する可能性や株

式上場や売却の時期、条件等が見込みと大幅に異なる可能性があります。その場合には、当社グループの財政

状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

（ｃ）その他

　当社グループが管理運営するファンドについては、以下のようなリスクが存在するため、当社グループの財

政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。

（ⅰ）無限責任組合員又はゼネラルパートナーとして、その出資額を超える損失を負担する可能性。

（ⅱ）無限責任組合員又はゼネラルパートナーとしての善管注意義務違反により、訴訟等を受ける可能性。

（ⅲ）ファンド募集において出資者から十分な資金を集めることが出来ない場合、投資活動に支障をきたす可能

性。

 

(3）業績予想に関する事項

　当社グループは、連結会計年度毎に業績予想を公表しています。しかし、事業や経済環境の変化及び不確実性な

どの予測不可能な要因により、これら業績予想や目標を期限内に達成することや、目標を維持することが困難にな

る可能性があります。また、現在、当社グループの収益基盤は、ノバルティス社に導出したCOPD治療薬のマイルス

トン及びロイヤリティ収入、並びに連結完全子会社であるHeptares社からのパイプライン導出に依存しており、ノ

バルティス社による当該製品の売上やHeptares社によるパイプライン導出が当社の想定と相違する場合は、業績予

想の達成が困難となる可能性があります。

 

(4）新株予約権に関する事項

　当社は、優秀な人材確保のためのインセンティブプランとしてストックオプション制度を採用しています。当該

制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主総会決議により、当社取締役、執行役、従業員

及び顧問に対して新株予約権を付与したもの並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株主総

会決議により、当社取締役、執行役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付

与したものです。これらの新株予約権の目的となる株式数（以下「潜在株式数」という。）の合計は、当連結会計

年度末現在で236,700株であり、発行済株式数及び潜在株式数の合計の５％を下回っていますが、これらの新株予

約権が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
そーせいグループ株式会社　本社

（東京都千代田区麹町２丁目４番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
　該当事項はありません。
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